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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第20期

中間連結会計期間
第21期

中間連結会計期間
第20期

会計期間
自 2024年４月１日
至 2024年９月30日

自 2025年４月１日
至 2025年９月30日

自 2024年４月１日
至 2025年３月31日

売上高 (千円) 5,062,115 5,860,842 10,572,954

経常利益 (千円) 1,140,191 1,400,280 2,345,366

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(千円) 658,405 879,849 1,360,035

中間包括利益又は包括利益 (千円) 631,183 903,674 1,339,913

純資産額 (千円) 6,537,983 7,599,201 6,970,103

総資産額 (千円) 10,304,937 12,108,170 11,261,609

１株当たり中間(当期)純利益金額 (円) 29.43 39.33 60.79

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額

(円) 29.41 39.26 60.74

自己資本比率 (％) 63.33 62.60 61.76

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 561,729 949,806 1,535,879

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △48,762 △104,620 102,641

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △201,184 △279,647 △479,148

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(千円) 5,975,034 7,388,163 6,822,625
 

(注)　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

 

２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク

の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の状況

当中間連結会計期間（2025年４月１日～2025年９月30日）における我が国経済は、雇用・所得環境が改善する中

で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されております。一方、米国の通商政策など政策動

向による影響が、我が国の景気を下押しするリスクとなっており、金融資本市場の変動等の影響に注意が必要な状

況にあります。

当社グループの関連業界である住宅関連業界においては、建築物省エネ法等改正に伴う駆け込み需要の反動もあ

り、賃貸住宅の新設着工戸数は、足元、若干の調整局面にあります。

このような事業環境のもと、当社グループはこれまで培ってきた家賃債務保証のノウハウを活かし、家賃債務保

証を含む様々な分野における独自のサービスの開発・提案・販売に取り組んでまいりました。

当中間連結会計期間の連結売上高に関しては、保証事業の売上高は5,374,873千円(前年同期比19.2％増)、ソ

リューション事業の売上高は485,969千円(前年同期比12.0％減)となり、売上高は合計で5,860,842千円(前年同期比

15.8％増)となりました。これは、家賃債務保証において、ソリューションサービスからの切替や新規契約数の増加

により保有契約数が増加したことで、初回保証料及び更新保証料が伸長したことなどによります。

営業利益に関しては、保証事業の増収に伴い管理会社への業務委託手数料、家賃決済に係る手数料等の増加は

あったものの、その他の費用を一定水準に抑制できたことにより、1,388,720千円(前年同期比22.4％増)となり、経

常利益は1,400,280千円(前年同期比22.8％増)、親会社株主に帰属する中間純利益は879,849千円(前年同期比33.6％

増)となりました。

なお、当社グループは総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しており

ます。

 
(2) 財政状態の分析

①　資産の部

当中間連結会計期間末における総資産は12,108,170千円となり、前連結会計年度末に比べ846,561千円増加とな

りました。

流動資産は、10,797,093千円となり、前連結会計年度末に比べ792,203千円増加となりました。これは、立替金

が428,298千円、現金及び預金が565,538千円、貸倒引当金が254,649千円増加したことなどによります。

固定資産は、1,311,076千円となり、前連結会計年度末に比べ54,358千円増加となりました。これは、有形固定

資産が29,935千円、投資その他の資産が27,209千円増加したことなどによります。

 
②　負債の部

当中間連結会計期間末における負債合計は、4,508,969千円となり、前連結会計年度末に比べ217,463千円増加

となりました。

流動負債は、4,321,175千円となり、前連結会計年度末に比べ212,618千円増加となりました。これは、前受収

益が152,762千円、保証履行引当金が48,946千円増加したことなどによります。

固定負債は、187,793千円となり、前連結会計年度末に比べ4,845千円増加となりました。これは、その他固定

負債が4,626千円増加したことなどによります。
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③　純資産の部

当中間連結会計期間末における純資産合計は、7,599,201千円となり、前連結会計年度末に比べ629,097千円増

加となりました。これは、配当の支払により279,663千円減少したものの、親会社株主に帰属する中間純利益

879,849千円を計上したことにより、利益剰余金が増加したことなどによります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、7,388,163千円となり、前中

間連結会計期間末と比べ1,413,128千円増加となりました。当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローの

状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。

 
　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、949,806千円（前中間連結会計期間は561,729千円の増加）となりました。主な

増加要因は、税金等調整前中間純利益1,400,280千円、貸倒引当金の増加額254,649千円、前受収益の増加額

157,389千円などであります。一方、主な減少要因は、立替金の増加額428,298千円、法人税等の支払額531,636千

円などであります。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、104,620千円（前中間連結会計期間は48,762千円の減少）となりました。主な減

少要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出106,492千円などであります。

 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、279,647千円（前中間連結会計期間は201,184千円の減少）となりました。主な

減少要因は、配当金の支払額279,609千円であります。

 
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当中間連結会計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた事項

はありません。

 

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(6) 従業員数

該当事項はありません。

 
３ 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 22,373,222 22,373,222
東京証券取引所
スタンダード市場

　権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であ
り、単元株式数は100株であり
ます。

計 22,373,222 22,373,222 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日 2025年７月15日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　２

新株予約権の数(個)　※ 38　(注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)　※

普通株式
3,800　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ １

新株予約権の行使期間　※
2025年８月６日～
2055年８月５日

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額(円)　※

発行価格　　879
資本組入額　440

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当てを受けたものは、行使期間内において、当社の取締
役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約
権を一括して行使できるものとする。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結
した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項　※ 新株予約権の譲渡、担保権の設定、その他の処分は認めない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項　※

(注)２
 

 ※　新株予約権証券の発行時（2025年８月６日）における内容を記載しております。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

    ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または

株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のう

ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝調整前付与株式数×分割・併合の比率
 

 
２．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た
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だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記１．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう

え、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記２．(3)に従って決定される当該新株予約権の目

的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記表「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記

表「新株予約権の行使期間」の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

①　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記２．(6)①記載

の資本金等増加限度額から、上記２．(6)①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

下記に準じて決定する。

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株

主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定

める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記表「新株予約権の行使の条件」に従い本新株予約権の行使

ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2025年９月30日 ― 22,373,222 ― 1,049,527 ― 836,096
 

 
(5) 【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

Prestige International（S）Pte. Ltd.
(常任代理人　みずほ証券株式会社)

583 ORCHARD ROAD, #09-03 FORUM,
SINGAPORE

12,707,594 56.80

桑原　豊 東京都港区 820,728 3.67

榊原　三郎 神奈川県横浜市中区 544,000 2.43

株式会社桑原トラスト 東京都港区南麻布４丁目５－63 500,000 2.23

株式会社トリニティジャパン 東京都品川区上大崎３丁目１－１ 334,000 1.49

榊原　幸子 神奈川県横浜市中区 193,000 0.86

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８－12 153,900 0.69

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口)

東京都港区赤坂１丁目８番１号 141,700 0.63

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM
CLIENT ACCTS M ILM FE
（常任代理人　株式会社三菱UFJ銀行）

2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A
1HQ UNITED KINGDOM

139,025 0.62

JPモルガン証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 134,815 0.60

計 － 15,668,762 70.03
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2025年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 100

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

223,449
　権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株式
数は100株であります。

22,344,900

単元未満株式
普通株式

― ―
28,222

発行済株式総数 22,373,222 ― ―

総株主の議決権 ― 223,449 ―
 

　(注)「単元未満株式」には、自己株式99株を含めて記載しております。
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② 【自己株式等】

2025年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社イントラスト

東京都千代田区麹町一丁目
４番地

100 ― 100 0.00

計 ― 100 ― 100 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 
２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30

日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,822,625 7,388,163

  売掛金 206,534 218,889

  立替金 4,991,621 5,419,919

  その他 540,018 580,678

  貸倒引当金 △2,555,908 △2,810,558

  流動資産合計 10,004,890 10,797,093

 固定資産   

  有形固定資産 183,758 213,694

  無形固定資産   

   のれん 105,816 94,272

   その他 206,137 214,893

   無形固定資産合計 311,953 309,165

  投資その他の資産 761,006 788,216

  固定資産合計 1,256,718 1,311,076

 資産合計 11,261,609 12,108,170
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 91,465 87,588

  未払法人税等 566,315 557,990

  前受収益 2,239,811 2,392,574

  賞与引当金 76,118 85,227

  保証履行引当金 826,395 875,342

  その他 308,450 322,452

  流動負債合計 4,108,557 4,321,175

 固定負債   

  資産除去債務 81,128 81,347

  その他 101,820 106,446

  固定負債合計 182,948 187,793

 負債合計 4,291,505 4,508,969

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,049,527 1,049,527

  資本剰余金 836,096 836,096

  利益剰余金 5,046,232 5,646,417

  自己株式 △127 △164

  株主資本合計 6,931,728 7,531,876

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 23,563 47,389

  その他の包括利益累計額合計 23,563 47,389

 新株予約権 14,811 19,935

 純資産合計 6,970,103 7,599,201

負債純資産合計 11,261,609 12,108,170
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

売上高 5,062,115 5,860,842

売上原価 2,662,532 3,171,248

売上総利益 2,399,582 2,689,594

販売費及び一般管理費 ※１  1,264,760 ※１  1,300,874

営業利益 1,134,822 1,388,720

営業外収益   

 受取利息 581 7,657

 有価証券利息 1,531 554

 受取配当金 686 1,406

 投資事業組合運用益 1,524 ―

 雑収入 1,433 2,324

 営業外収益合計 5,757 11,941

営業外費用   

 固定資産除却損 388 ―

 投資事業組合運用損 ― 381

 営業外費用合計 388 381

経常利益 1,140,191 1,400,280

特別損失   

 投資有価証券評価損 1,582 ―

 特別損失合計 1,582 ―

税金等調整前中間純利益 1,138,608 1,400,280

法人税、住民税及び事業税 479,041 526,118

法人税等調整額 1,161 △5,686

法人税等合計 480,203 520,431

中間純利益 658,405 879,849

非支配株主に帰属する中間純利益 ― ―

親会社株主に帰属する中間純利益 658,405 879,849
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【中間連結包括利益計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

中間純利益 658,405 879,849

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △27,221 23,825

 その他の包括利益合計 △27,221 23,825

中間包括利益 631,183 903,674

（内訳）   

 親会社株主に係る中間包括利益 631,183 903,674

 非支配株主に係る中間包括利益 ― ―
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前中間純利益 1,138,608 1,400,280

 減価償却費 49,976 65,924

 のれん償却額 3,958 11,543

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 324,837 254,649

 賞与引当金の増減額（△は減少） 9,666 9,108

 保証履行引当金の増減額（△は減少） 73,311 48,946

 受取利息及び受取配当金 △2,799 △9,617

 固定資産除却損 388 ―

 投資有価証券評価損益（△は益） 1,582 ―

 売上債権の増減額（△は増加） 42,186 △12,355

 前払費用の増減額（△は増加） △65,307 △43,604

 未収入金の増減額（△は増加） 6,236 1,099

 立替金の増減額（△は増加） △658,751 △428,298

 仕入債務の増減額（△は減少） 972 △3,876

 未払金の増減額（△は減少） 18,170 17,436

 前受収益の増減額（△は減少） 175,674 157,389

 その他 △6,885 3,198

 小計 1,111,824 1,471,824

 利息及び配当金の受取額 2,802 9,618

 法人税等の支払額 △552,897 △531,636

 営業活動によるキャッシュ・フロー 561,729 949,806

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △48,931 △106,492

 投資事業組合からの分配による収入 ― 1,983

 出資金の払戻による収入 ― 30

 差入保証金の差入による支出 △396 △335

 差入保証金の回収による収入 564 193

 投資活動によるキャッシュ・フロー △48,762 △104,620

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 ― △37

 配当金の支払額 △201,197 △279,609

 ストックオプションの行使による収入 13 ―

 財務活動によるキャッシュ・フロー △201,184 △279,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,782 565,538

現金及び現金同等物の期首残高 5,663,252 6,822,625

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※１  5,975,034 ※１  7,388,163
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【注記事項】

(中間連結貸借対照表関係)

偶発債務

保証債務

家賃保証等に係る保証極度相当額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当中間連結会計期間
(2025年９月30日)

保証極度相当額 740,017,849千円 790,648,516千円
 

 

(中間連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

賞与引当金繰入額 36,844千円 46,754千円

貸倒引当金繰入額 480,206〃 388,737〃

保証履行引当金繰入額 73,311〃 48,946〃

退職給付費用 6,939〃 7,181〃
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

現金及び預金 5,975,034千円 7,388,163千円

現金及び現金同等物 5,975,034千円 7,388,163千円
 

 
(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年５月10日
取締役会

普通株式 201,239 9.00 2024年３月31日 2024年６月６日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも

の

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年10月29日
取締役会

普通株式 279,663 12.50 2024年９月30日 2024年12月９日 利益剰余金
 

 

当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年５月９日
取締役会

普通株式 279,663 12.50 2025年３月31日 2025年６月９日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるも

の

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月29日
取締役会

普通株式 391,527 17.50 2025年９月30日 2025年12月８日 利益剰余金
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)

当社グループの事業は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)

当社グループの事業は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 
前中間連結会計期間（自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）

当社は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、サービス別に記載しております。
 

  (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
総合保証サービス 計

サービス別    

保証サービス 318,922 318,922 318,922

ソリューションサービス 552,228 552,228 552,228

顧客との契約から生じる収益 871,150 871,150 871,150

その他の収益    

　保証サービス 4,190,964 4,190,964 4,190,964

外部顧客への売上高 5,062,115 5,062,115 5,062,115
 

 

当中間連結会計期間（自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）

当社は、総合保証サービス事業の単一セグメントであるため、サービス別に記載しております。
 

  (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
総合保証サービス 計

サービス別    

保証サービス 370,699 370,699 370,699

ソリューションサービス 485,969 485,969 485,969

顧客との契約から生じる収益 856,668 856,668 856,668

その他の収益    

　保証サービス 5,004,174 5,004,174 5,004,174

外部顧客への売上高 5,860,842 5,860,842 5,860,842
 

（注）顧客との契約から生じる収益を構成する保証サービスは、保証事務及び収納代行サービス等であり、

 その他の収益を構成する保証サービスは、主に家賃等を保証するサービスであります。
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(１株当たり情報)

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
　至 2024年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
　至 2025年９月30日)

(1) １株当たり中間純利益金額 29円43銭 39円33銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益(千円) 658,405 879,849

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(千円)

658,405 879,849

普通株式の期中平均株式数(株) 22,368,697 22,373,037

(2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 29円41銭 39円26銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 20,308 36,491

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連
結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

 
２ 【その他】

2025年５月９日開催の取締役会において、第20期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）期末配当に関し、次

のとおり決議いたしました。

①　配当金の総額                              　 　　279,663千円

②　１株当たりの金額      　                      　 　12円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　      2025年６月９日

 
(注)2025年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

 
また、2025年10月29日開催の取締役会において、第21期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）中間配当に関

し、次のとおり決議いたしました。

①　配当金の総額                                     391,527千円

②　１株当たりの金額                                    17円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日          2025年12月８日

 
(注)2025年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
　

２０２５年１１月１３日

株式会社イントラスト

取締役会  御中

 

EY新日本有限責任監査法人

　東京事務所
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 由　　良　　知　　久

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 廣　　瀬　　美 智 代

 

 
監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社イ

ントラストの２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（２０２５年４月

１日から２０２５年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、株式会社イントラスト及び連結子会社の２０２５年９月３０日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせ

る事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用

される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事

項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
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められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付

ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場

合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期

中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で

きなくなる可能性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認め

られないかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人

の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以  上
　

 

(注) １．上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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